
非常勤嘱託職員ニュース
2020年3月9日 No.6

発行者：大阪市職員労働組合
担当局：組織局 

〒541-8531
大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル7F
TEL06（6202）0033／FAX06（6202）0021

大阪市職員労働組合

　本年4月から会計年度任用職員制度がスタートします。
　賃金や休暇制度、職場環境など、私たちが働いていくうえで様々な課題や問題が生じます。
同じ職場で働く仲間として、課題の解決のため共に活動していきませんか！
　私たちは会計年度任用職員のみなさんの大阪市職への加入を心からお待ちしています。

　大阪市職員労働組合（大阪市職）は市
長部局で働く職員の9割以上が加入し、
約9,000人で構成する労働組合です。
　組合が身近な問題を解決するため、局
や区役所などを単位として「支部（41支
部）」があり、賃金労働条件の向上や職場
課題の解決に向けとりくんでいます。

「会計年度任用職員制度」について
ご意見・ご要望をお聞かせください
kaikeinendo@osaka-shishoku.jp
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　実際の市職加入は会計年度任用職員として任用される4月1日以降と
なります。加入を検討していただける方は、任用後に配属された所属を所
管する「支部」の役員もしくは本部組織局（06-6202-0033）までご連絡
ください。みなさんの加入を心からお待ちしています。

組合員資格について
　会計年度任用職員（月額報酬）として大阪市に任用された方を対象とします。
　※水道局・消防局勤務の職員及び技能労務職給料表適用者を除く

組合員の権利・義務について

組合費について

支部帰属について

自治労共済制度について

　正規職員と同等の権利・義務を有します。

　労働組合が活動するための費用として組合費をいただいています。
　組合費の算定方法は次のとおりです。
月例給⇒本給相当額×1.57／ 100
※会計年度任用職員の報酬には地域手当（16％）が含まれていますので、組合費の算定において
は地域手当相当額を差し引いて計算します。
　本給相当額＝報酬月額÷1.16
期末手当（一時金）⇒支給額合計×1／100

その他、自治労総合共済基本型の掛金（月額300円）が必要です。

　総合共済基本型は、年齢や性別によらず契約者（組合員）が定額の掛金を拠出し、共済期間
中に起きた慶事・弔辞・災害などに際して祝金・弔慰金・見舞金などの共済金を受け取る相互
扶助を目的とした共済制度です。

　組合員は配属された所属を担当する支部に帰属することになります。

　組合員になれば自治労のスケールメリットを活かした各種自治労共済制度（団体生命・交通災害・火
災・自動車）に加入できます。　※一部において加入制限があります

市職加入について


